
お
問
い
合
わ
せ
は
次
の
臨
時
電
話
番
号
に
お
願

い
し
ま
す
。☎

0
8
0-

1
8
2
4-

6
9
9
7

☎
0
8
0-

1
8
3
2-

7
5
5
7

問　
財
務
課　
管
財
契
約
係　☎7

6
7-

2
1
1
6

『
医
療
費
の
お
知
ら
せ
』の再発

行
に
つ
い
て

　
国
民
健
康
保
険
ま
た
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ

加
入
中
の
皆
さ
ま
に『
医
療
費
の
お
知
ら
せ
』を
送
付

し
て
い
ま
す
。
こ
の
通
知
は
、
所
得
税
の
確
定
申
告

を
行
う
際
の
医
療
費
控
除
の
明
細
書
と
し
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
紛
失
さ
れ
た
場
合
に
は
再
発
行
が
可
能
で
す
の
で
、

国
民
健
康
保
険
加
入
者
は
、
本
人
確
認
書
類（
運
転

免
許
証
等
）を
持
参
し
、
町
民
課
国
保
年
金
係（
①
番

窓
口
）で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
加
入
者
は
、
宮
城
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
給
付
課（
☎︎
２
６
６-
１
０
２
１
）に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

※
国
民
健
康
保
険
の
方
の
11
月
、
12
月
診
療
分
に
つ

い
て
は
、
３
月
上
旬
に
送
付
予
定
で
あ
り
、
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
の
方
に
は
令
和
９
年
１
月

頃
に
送
付
を
予
定
し
て
い
ま
す
。『
医
療
費
の
お

知
ら
せ
』が
届
く
前
に
確
定
申
告
さ
れ
る
方
は
、

医
療
機
関
等
か
ら
の
領
収
書
に
基
づ
き「
医
療
費

控
除
の
明
細
書
」を
ご
自
身
で
作
成
し
て
い
た
だ

く
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
医
療
機
関
等
か
ら

発
行
さ
れ
た
領
収
書
は
破
棄
せ
ず
、
大
切
に
保

管
し
て
く
だ
さ
い
。

問　
町
民
課　
国
保
年
金
係　☎7

6
7-

2
3
4
0

利
府
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の

指
定
管
理
者
が
決
定
し
ま
し
た

　
令
和
７
年
12
月
議
会
定
例
会
で
可
決
さ
れ
た
こ

と
か
ら
、
次
の
事
業
者
が
令
和
８
年
４
月
１
日
か

ら
３
年
間
、
施
設
の
運
営
管
理
を
行
う
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。

●
名　
称　
特
定
非
営
利
活
動
法
人

物
価
高
対
応
子
育
て
応
援
手
当
に
つ
い
て

　
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
に「
物
価
高
対
応

子
育
て
応
援
手
当（
児
童
手
当
支
給
対
象
児
童
１
人

当
た
り
２
万
円
）」を
支
給
し
ま
す
。
対
象
の
方
に

は
、
2
月
上
旬
頃
に
通
知
を
送
付
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
通
知
ま
た
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

問　
子
ど
も
支
援
課　
子
ど
も
給
付
係　

☎
7
6
7-

2
1
9
3

防
災
行
政
無
線
に
よ
る

情
報
伝
達
訓
練
を
実
施
し
ま
す

　
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム（
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
※
）を
用

い
た
訓
練
が
、
全
国
一
斉
に
実
施
さ
れ
ま
す
の
で
、

ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
訓
練
日
時　
２
月
６
日
㈮ 

午
前
11
時
頃

※
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
と
は
、
地
震
・
津
波
や
武
力
攻
撃
な

ど
の
緊
急
情
報
を
、
国
か
ら
人
工
衛
星
な
ど
を

通
じ
て
瞬
時
に
お
伝
え
す
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

※
本
訓
練
は
災
害
等
の
影
響
に
よ
り
中
止
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

問　
危
機
対
策
課　
危
機
管
理
係　

☎
7
6
7-

2
1
7
4

役
場
庁
舎
、
町
民
交
流
館

 （
ペ
ア
・
パ
ル
利
府
）停
電
に
伴
う

各
種
サ
ー
ビ
ス
の
停
止
に
つ
い
て

　
庁
舎
建
物
の
電
気
設
備
点
検
等
に
伴
い
、
全
館
停

電
と
な
り
ま
す
。
利
用
者
の
皆
さ
ま
に
は
ご
不
便
を

お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
停
電
日
時　
２
月
21
日
㈯　

　
　
　
　
　
　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
予
定

●
停
止
サ
ー
ビ
ス
等　

　
町
民
交
流
館（
ペ
ア
・
パ
ル
利
府
）【
終
日
休
館
】

※
電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
が
不
通
と
な
る
た
め
、
緊
急
の
お

ま 
ち
か
ら
の

      
お
知
ら
せ

　
　
　
　
　
利
府
町
観
光
協
会

●
代
表
者　
会
長　
菅
原　
幹
雄

●
所
在
地　
利
府
町
森
郷
字
柱
田
26
番
地
８

問　
生
活
環
境
課　
町
民
協
働
係　

☎
7
6
7-

2
1
4
7

令
和
８
年
度 

一
般
競
争
・
指
名
競
争

入
札
参
加
資
格
申
請
受
付

●
受
付
期
間　
２
月
２
日
㈪
～
２
月
13
日
㈮（
土
・

日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）  

午
前
９
時
～
午
後
４
時

（
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

●
受
付
場
所　
財
務
課 

管
財
契
約
係（
⑨
番
窓
口
）

●
申
請
方
法　
Ｅ
メ
ー
ル
に
よ
る
電
子
申
請

●
注
意
事
項　
今
回
の
承
認
に
よ
る
有
効
期
間
は
、

令
和
８
年
度
の
１
年
間
分
と
な
り
ま
す
。
既
に
令
和

７・
８
年
度
の
２
か
年
分
の
資
格
承
認
を
得
て
い
る

事
業
者
は
、
今
回
の
手
続
き
は
不
要
で
す
。

　
詳
し
く
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問　
財
務
課　
管
財
契
約
係　☎7

6
7-

2
1
1
6

問 · 

問　

kanzai@
rifu-cho.com

●日曜開庁日
 2月8日（日） 午前9時〜午後1時
 【取り扱い窓口】
  転入・転出等の手続きや、住民票等の諸証明発行
  マイナンバーカードの交付（要予約）、納税相談
  水道開閉栓手続き等

●夜間納税相談窓口
 2月27日（金）  午後8時まで

●今月の納期限
 3月2日（月）

　  ・国民健康保険税（第9期）
　  ・後期高齢者医療保険料（第8期）  ・介護保険料（第6期）
●マイナンバーカード交付夜間臨時窓口

 2月5日（木）、19日（木） 午後7時30分まで
 ※受け取りは、前日までのご予約の方に限ります｡
 　各種証明書等発行、住所変更等の手続きは受付できません。

　軽自動車税は、毎年4月1日の基準日に、車両を
所有している方が納税義務者となります。
　使用しない車両や名義を変更する車両がある場
合は、基準日までに廃車や名義変更等の手続きを
行ってください。
　なお、例年3月（特に最終週）は各種手続きが集中
し、大変混雑しますので、早めに手続きをするよ
うご協力をお願いします。

125ccまでの原動機付自転車 税務課
資産税係

☎767-2329
小型特殊自動車（農耕用車両等）
三輪以上の原動機付自転車（ミニカー等）

軽四輪自動車 軽自動車検査協会
宮城主管事務所

☎050-3816-1830軽三輪

軽二輪（125cc超250cc以下） 東北運輸局
宮城運輸支局

☎050-5540-2011
二輪の小型自動車（250cc超）
軽自動車を除く四輪自動車等

軽自動車の名義変更等の手続きはお早めに

申
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